
〜次世代へつなぐ麻布の記憶・平和への歩みをたどって〜

パネル展

※最終日のみ16:00まで　※入館は終了10分前まで
※やむを得ず休館や、営業時間の変更をする場合があります。

日時
令和8年

2月6日（金） 3月5日（木）
10:00〜19:00

フジフイルム スクエアミニギャラリー場所

問合せ

港区赤坂九丁目7-3　東京ミッドタウン

港区麻布地区総合支所 協働推進課 地区政策担当
☎ 03-5114-8812

空襲による焼け跡が残る、麻布十番・善福寺のイチョウ

六本木・芋洗坂下に現れた、地下壕らしいものの跡
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〜次世代へつなぐ麻布の記憶・
平和への歩みをたどって〜

問合せ／港区麻布地区総合支所 協働推進課 地区政策担当　☎ 03-5114-8812

豊かな文化や暮らしが息づくまち、麻布。

その歴史や地域の移り変わりを記録・保存し、

次の世代へ継承する活動が

『麻布未来写真館』です。

区内に在住／在勤／在学するメンバーが、

地域の景観の撮影や、

昔の写真の収集に取り組んでいます。

パネル展の様子

「麻布未来写真館」
活動記録

パネル展

日時
令和8年

※最終日のみ16:00まで

2月6日（金） 3月5日（木）
10:00〜19:00

会場

フジフイルム スクエアミニギャラリー
港区赤坂九丁目7-3　東京ミッドタウン

古い写真・資料はありませんか?
明治から大正・昭和、平成10年代ごろの写真・資料などを

探しています。麻布地区の懐かしい建物や風景、家族や街

角、お祭りや行事などの写真がありましたら、ぜひ下記へ

ご連絡ください。

十数年にわたって活動するなかで作成してきた、道や坂、

建物や自然、風俗や産業など、さまざまなテーマの写真

パネルを貸し出していますので、ぜひ下記へお問い合わせ

ください。

写真パネルを貸し出しています！

港区ホームページ http://www.city.minato.tokyo.jp/

麻布未来写真館 検索
「麻布未来写真館」

の情報はこちら



別添２－２お知らせチラシ（センター対象署）【東京都内用】

次の を用意すればマイナンバーカードとスマホ又はパソコンを利用して自宅から簡単に

e-Taxによる確定申告ができます。

〇 マイナンバーカード

〇 マイナンバーカードの２つのパスワード

・ 利用者証明用電子証明書（数字４桁）

・ 署名用電子証明書（英数字６文字以上16文字以下）

〇 スマートフォン

スマホ専用アプリ「マイナポータル」のインストールが必要です。

〇 源泉徴収票などの確定申告書作成時に必要な書類

マイナポータル
連携の詳細は
こちらから↓

必要なもの

必要なもの
マイナポータル連携

でさらに便利に！

確定申告書等

作成コーナー

アプリ
「マイナポータル」

推奨ブラウザ

Safari

Google
ｃhrome

期 間 会 場 所 在 地

港区西麻布３丁目３番５号

時 間 対 象 者（注１） 事 前 申 込

そ の 他

令和８年

2月2日（月）～ 2月13日（金）

（土、日及び祝日を除きます。）

麻布税務署 １階

・年金受給者

・給与所得者

・小規模納税者（注２）

〇 持ち物は、裏面の「確定申告会場の開設について」の「必要なもの」を持参してください。

〇 申告書等の提出のみの場合は、郵送でご提出ください。※１

（注）１ 土地、建物及び株式などの売却についての申告・相談がある方は、対象とはなりません。

２ 小規模納税者とは、事業所得、不動産所得または雑所得を有する方のうち、令和６年分の所得金額

（専従者控除前または青色専従者給与及び青色申告特別控除前）が300万円以下の方を指します。

〇 混雑回避のため、オンラインによる
事前申込を受け付けます。
〇 オンラインによる事前申込は、
令和８年１月９日（金）から可能と
なります。
○ 税務署・会場等で電話
での受付は行っておりま
せん。
詳細は、右記事前申込

サイトを参照願います。

事前申込サイト

https:// 
●●●●●●
●●●●●●

午前９時30分 ～午後５時

（受付は午後４時まで）

【事前申込をお願いします】

「作成コーナー」
で検索または
こちらから↓



アプリをインストール 証明書の選択 パスワード入力 有効性の確認 確認結果

開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間

必 要 な も の 案 内 図

オ ン ラ イ ン 事 前 予 約

注 意 事 項

③ スマートフォン

④ 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

令和８年
２月16日（月）～ ３月16日（月）

（土、日及び祝日を除きます。）

※ ただし、3月1日の日曜日は開場します。

東京国税局 １階 中央区築地
５丁目３番１号

【受付】 午前８時30分から午後４時まで

【相談】 午前９時15分から午後５時まで

オンライン事前予約はLINEから！

LINEアプリで国税庁LINE公式

アカウントを 「友だち追加」

して予約してください。

② マイナンバーカードのパスワード（２つとも必要です。）

・ 利用者証明用電子証明書（数字４桁）

・ 署名用電子証明書（英数字６文字以上16文字以下）

友だち追加は

こちらから→

【問合せ先】 〒106‐8630 港区西麻布３丁目３番５号 ℡ 03（3403）0591（代表）

※ お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。

! マイナンバーカードの電子証明書の失効や有効期限切れにご注意ください！

➤ 電子証明書の有効期限は、発行日
から５回目の誕生日までです

有効期限 失効

➤ 住民票の基本４情報（氏名、生年月日、性別、住所）
の記載が修正された場合は、
署名用電子証明書が失効している場合があります

※公的個人認証サービ
スセンターと通信を行
うため時間が掛かること
があります

自分の証明書
を確認

有効性確認結果
：「有効」

有効性を確認したい
電子証明書を選択

パスワードを入力

ＪＰＫＩ利用者ソフト

有効性確認

タップ

有効期間の
満了日

有効期間の満了日

マイナンバーカード
のパスワードを失念
した方はこちら

※ 来場前に、

マイナンバーカードを利用した、

「 マイナポータル連携 」

の事前準備をお願いします。

(詳細は、表面をご覧ください。)

「失効済み」「有効期限切れ」の場合は、お住まいの市区町村で手続を行ってください。

【宛先】 〒100-8156  東京都千代田区大手町１－３－３ 大手町合同庁舎３号館

東京国税局業務センター大手町分室（麻布税務署）
申告書等の郵送での提出先

① マイナンバーカード（下欄を参照し、失効や有効期限切れとなっていないか確認をお願いします。）

確定申告会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。

※ 当日、確定申告会場でも入場整理券を配付しておりますが、長時間お待ちいただく

場合があります。

※ 入場整理券の配付が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。

※ 申告書等の提出のみの場合は、事前予約不要です。

※ 会場開設期間中は、麻布
税務署では申告書の作成・
相談は行っておりません。

※ 入場整理券の配付状況に応じて、
受付を早く締め切る場合があります。

⑤ e-Taxで申告したことがある方は、次の番号がわかるもの

・ 利用者識別番号（数字16桁）

・ 暗証番号（英数字８文字以上50文字以内）

③ スマートフォン

※1

https://www.jpki.go.jp/procedure/password.html#030


問合せ ： 港区麻布町会・自治会連合会事務局
 港区麻布地区総合支所協働推進課協働推進係
 〒106-8515 港区六本木5-16-45

TEL 03-5114-8802（直通）　FAX 03-3583-3782

日時 ： 令和8年3月1日（日曜）10時00分から12時20分まで（受付開始 9時45分から）
場所 ： 東京ミッドタウン　タワー４階　カンファレンスルーム３～５（港区赤坂９-７-1）
内容 ： 第１部 講  義
  〈防災を軸に考える、町会とマンションの連携について〉
 第２部 グループワーク
  〈災害が起きた時に、町会とマンションはまずなにをすればよいのか〉
 第3部 まとめ
講師 ： 

主催 ： 港区麻布町会・自治会連合会

対　　象 ： どなたでも　　会 費 ： 無料
定　　員 ： ５０名 ※先着順
申込方法 ： 以下事務局へ、裏面のFAX送信票を送信又は電話
申込期限 ： 令和８年２月１３日（金曜）

 〒106-8515  〒106-8515  〒106-8515 

一般社団法人マンション地震対応支援協会
奥田 建蔵 ： マンション地震対応支援協会副会長。江戸川区内マンション協議会で、管理組合が集まり防災セミ

ナー等を運営。マンションでは、防災フロア担当の育成を手掛け、延べ1200人以上が参加。
後藤 浩志 ： マンション地震対応支援協会メンバー。横浜市内の指定避難所運営委員長、自宅マンション初代

防災委員長、医療福祉経営学 博士／防災士　
久保井 千勢 ： 港区防災会議委員・港区アドバイザー。三田豊岡町会防災部長およびマンション防災委員長を務

める防災士。「豊岡町マンション防災ネットワーク」を通じ、地域とマンションの防災連携を推進中。
一般社団法人地域防災支援協会
三平　 洵 ： 地域防災支援協会の代表理事。慶応義塾大学院政策・メディア研究科修士修了。地域防災の専門

家として東京都総合防災部主催の講習会で講師を務めるほか、中央区の入船三丁目町会で役員
も行っており、地域活動にも精通。

実施概要

参加者募集

実施概要

「令和７年度 地域の底力発展事業助成」対象事業

町会とマンションが連携して進める
防災活動に関する
講演・ワークショップ

町会とマンションが連携して進める
防災活動に関する
講演・ワークショップ



1

2

3

No. 氏　名　・　電　話

（電話：　　　－　　　　－　　　　）

（電話：　　　－　　　　－　　　　）

（電話：　　　－　　　　－　　　　）
マンションにお住まいですか?
　　　（○をしてください）　 　はい　・　いいえ

マンションにお住まいですか?
　　　（○をしてください）　 　はい　・　いいえ

マンションにお住まいですか?
　　　（○をしてください）　 　はい　・　いいえ

〒

〒

〒

住　　所

申込期限：令和８年2月１３日（金曜）

 ※枠が足りない場合はコピーしてお使いください。
★講師に事前に聞いてみたい質問があれば記載してください。

＜参加者内訳＞

港区麻布町会・自治会連合会事務局
港区麻布地区総合支所協働推進課協働推進係　行き
（ＦＡＸ：３５８３－３７８２）

以下の事項に同意の上、港区麻布町会・自治会連合会主催「町会とマンションが
連携して進める防災活動に関する講演・ワークショップ」への参加を申し込みます。

１　当日の映像、写真、記事について、地域情報誌や港区公式ホームページなど
に掲載する場合がありますので、ご了承ください。

２　参加者の個人情報は、この事業以外の目的で使用しません。

令和　　　年　　　月　　　日

団　体　名　：　　

ＦＡＸ送信票



港区の「区民交通傷害保険」ご加入のおすすめ 

令和８年４月１日からの「区民交通傷害保険」の募集についてご案内します。 

この機会にぜひ加入をご検討ください。内容についてはリーフレットをご覧い 

ただき、ご不明な点は下記の港区窓口もしくは損保ジャパンまでお気軽にお 

問い合わせください。 

 

ご加入のお手続き 

申 込 期 間 令和８年２月２日から３月３１日まで 
 

 

申 込 資 格 保険開始時点で港区にご住所のある方および在勤・在学者 

保 険 期 間 令和８年４月１日（午前０時）から令和９年３月３１日（午後１２時）まで１年間 
※ただし中途加入は、お申込みの翌月１日から令和９年３月３１日まで 

申 込 方 法 ◆個人加入 
１.「個人用加入申込書」は、区内の金融機関（銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・信用組合）、

または郵便局各窓口でご請求ください。             
 ２.WEBでお手続きができます。                    

お申込みをご希望の方は、WEB専用サイトへアクセスし、 
お申込みください。 
https://dantai.sompo-japan.co.jp/lp/minatoku/ 
※詳しくはリーフレットをご覧ください。                   

◆団体加入 
  町会・自治会等１０人以上で加入する場合 
 「団体加入申込書」は、町会・自治会等の担当役員にご請求ください。 
 ※団体加入を実施していない町会・自治会等の場合は、個人加入をしてください。  

保 険 料 
保 険 金 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中途加入は、保険開始日により保険料が異なります。専用サイトに表示される保険料をご確認ください。 

※全コースに被害事故補償（最高保険金額６００万円）を自動セットします。 

※自転車を利用する場合は「自転車賠償責任プラン」がセットされたコース 
（ＸＪ・ＡＪ・ＢＪ・ＣＪコース）へのご加入をおすすめします。 

※対象となる事故等の詳細は、リーフレットをご覧ください。 

コース 補償内容 （参考）年額保険料 最高保険金額 

ＸＪ 
区民交通傷害Ｘコース 

＋自転車賠償責任プラン 
１，５００円 

３５万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＡＪ 
区民交通傷害Ａコース 

＋自転車賠償責任プラン 
２，２００円 

１５０万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＢＪ 
区民交通傷害Ｂコース 

＋自転車賠償責任プラン 
３，０００円 

３５０万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＣＪ 
区民交通傷害Ｃコース 

＋自転車賠償責任プラン 
４，３００円 

６００万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

Ａ 区民交通傷害Ａコース １，２００円 １５０万円（交通傷害） 

Ｂ 区民交通傷害Ｂコース ２，０００円 ３５０万円（交通傷害） 

Ｃ 区民交通傷害Ｃコース ３，３００円 ６００万円（交通傷害） 

本チラシは、概要のご説明です。詳細につきましては、お問い合わせ先までご照会ください。 

【お問い合わせ先】 

芝    地   区  〒１０５－８５１１  港区芝公園１－５－２５  （電話０３－３５７８－３１２３） 

麻  布  地  区  〒１０６－８５１５  港区六本木５－１６－４５ （電話０３－５１１４－８８０２） 

赤  坂  地  区  〒１０７－８５１６  港区赤坂４－１８－１３  （電話０３－５４１３－７２７２） 

高  輪  地  区  〒１０８－８５８１  港区高輪１－１６－２５  （電話０３－５４２１－７６２１） 

芝 浦 港 南 地 区  〒１０５－８５１６  港区芝浦１－１６－１   （電話０３－６４００－００３１） 

平日午前８時３０分から午後５時まで 

〔引受保険会社〕 

損害保険ジャパン株式会社 公務文教営業部東京公務課 

〒１６０－８３３８ 新宿区西新宿１－２６－１（電話０３－３３４９－９６６６） 

                      平日午前９時から午後５時まで 

SJ25-12366（令和 8 年 1 月 6日作成） 

※金融機関・WEB 専用サイトで受け付けています。ただし、WEB 専用サイトは 2 月 1 日(日)から受け付けます。 

※WEB 専用サイトでは令和 8年 4 月 1 日(水)から令和 9 年 1 月 31 日(日)まで中途加入の申込みが可能です。 

スマートフォン・ 

タブレットから 














